別表(第2条関係)
区分
手当名
支給範囲
手当額
摘要

1
出動手当
火災その他の災害活動に従事した者
1回　400円
救急・救助手当を除き他の手当と併給することができる。

2
救急・救助手当
救急・救助活動に従事した者
1回　200円
出動手当を除き他の手当と併給することができる。



救急救命士法第44条に定める救急救命処置に従事した救急救命士
1回　500円


3
潜水手当
潜水救助活動に従事した者
1回　1,000円
他の手当と併給することができる。

4
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間の全部又は一部が午後10時以降翌日の午前5時までの間に割り振られた交替制勤務に従事した者
1時間　350円
他の手当と併給することができる。

